
英国ノッティンガムシャー州及びノース・ヨークシャー州から

日本向けに輸出される家きんの輸入停止措置の解除について

平成２３年５月６日

平成２２年５月に英国のノッティンガムシャー州において、平成２２年７月に同

国のノース・ヨークシャー州において鳥インフルエンザの抗体陽性事例が確認され

たことから、同州からの家きんの輸入を停止していましたが、同州における本病の

清浄性が確認されたことから、本日、当該輸入停止措置が解除されました。
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